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告 示 ○ 教育職員免許状に関する単位修得方法細則の一部を改正する告示 ………… 人 材 政 策 室 １頁
公 告 ○ 公立学校の設置者変更届の受理 ………………………………………………… 学 校 施 設 室 15頁

○ 公立幼稚園の廃止の認可 ………………………………………………………… 学 校 施 設 室 16頁
○ 公立幼稚園の設置の認可 ………………………………………………………… 学 校 施 設 室 16頁
○ 公立幼稚園の位置変更届の受理 ………………………………………………… 学 校 施 設 室 16頁

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 単 位 修 得 方 法 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め ま す 。

平 成 二 十 一 年 三 月 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会

��������	
���

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 単 位 修 得 方 法 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 単 位 修 得 方 法 細 則 ( 平 成 十 一 年 三 重 県 教 育 委 員 会 告 示 第 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

一 免 許 状 取 得 一 覧 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け る と き

小 学 校

教 諭
幼 稚 園

教 諭
受 け よ う と す

る 免 許 状 の 種

類

一 種 免

許 状
一 種 免

許 状

二 種 免

許 状
二 種 免

許 状
基 礎 資 格

免 許 状

の 種 類

有 す る こ と を 必 要 と す る 上 欄 に 掲 げ る 学 校

の 教 員 の 免 許 状 の 種 類 又 は 基 礎 資 格 及 び そ

の 他 資 格 等
授 与 又 は 交 付 を

受 け た と き の 適

用 条 項 ( 特 例 の

み )

大 学 に 三 年 以 上

在 学 し 93 単 位 以

上 修 得 又 は 大 学

に 二 年 以 上 及 び

大 学 の 専 攻 科 に

一 年 以 上 在 学 し 、

93 単 位 以 上 修 得

そ の 他 資 格 等

別 表 第 三

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

一 条 表 備 考 第 三

号 及 び 第 十 二 条

別 表 第 三

根 拠 規 定

一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け る と き の

適 用 条 項 必 要 最 低 在 職 年 数 及 び 最

低 修 得 単 位 数

読 み 替

え 規 定

五 年 45

単 位
三 年 25

単 位
五 年 45

単 位
在 職 年

数 及 び

単 位 数

３ の ３

３ の 18

３ の １

コ ー ス

番 号
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高 等 学

校 教 諭

中 学 校

教 諭

一 種 免

許 状

( 保 健 )

一 種 免

許 状
一 種 免

許 状

( 保 健 )

一 種 免

許 状

臨 時 免

許 状

( 保 健 )

臨 時 免

許 状
二 種 免

許 状

( 保 健 )

二 種 免

許 状

改 正 法 附 則 第 七

項
改 正 法 附 則 第 七

項
施 行 第 一 条

法 第 二 条

看 護 師 養 成 施 設

( 三 年 制 ) 卒 業 、

保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 七 条 の

規 定 に よ る 看 護

師 の 免 許

大 学 に 三 年 以 上

在 学 し 93 単 位 以

上 修 得 又 は 大 学

に 二 年 以 上 及 び

大 学 の 専 攻 科 に

一 年 以 上 在 学 し 、

93 単 位 以 上 修 得

旧 国 立 養 護 教 諭

養 成 所 卒 業

旧 学 士 の 称 号 又

は 旧 学 位

修 業 年 限 四 年 の

教 員 養 成 諸 学 校

卒 業 又 は 修 業 年

限 四 年 以 上 の 専

門 学 校 卒 業 等

中 学 校 高 等 女 学

校 教 員 免 許 状 、

高 等 女 学 校 教 員

免 許 状 又 は 実 業

学 校 教 員 免 許 状

大 学 に 三 年 以 上

在 学 し 93 単 位 以

上 修 得 又 は 大 学

に 二 年 以 上 及 び

大 学 の 専 攻 科 に

一 年 以 上 在 学 し 、

93 単 位 以 上 修 得

大 学 に 三 年 以 上

在 学 し 93 単 位 以

上 修 得 又 は 大 学

に 二 年 以 上 及 び

大 学 の 専 攻 科 に

一 年 以 上 在 学 し 、

93 単 位 以 上 修 得

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 附 則

第 三 十 四 項 及 び

第 三 十 五 項

別 表 第 三

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

一 条 表 備 考 第 三

号 及 び 第 十 二 条

別 表 第 三

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

一 条 表 備 考 第 四

号 及 び 第 十 二 条

別 表 第 三 、 免 許

法 附 則 第 五 項 表

第 三 号

別 表 第 三 、 免 許

法 附 則 第 五 項 表

第 二 号

別 表 第 三 、 免 許

法 附 則 第 五 項 表

第 一 号

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

一 条 表 備 考 第 三

号 及 び 第 十 二 条

別 表 第 三

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

一 条 表 備 考 第 三

号 及 び 第 十 二 条

改 正 法

附 則 第

八 項

四 年 45

単 位
一 〇 年

90 単 位

三 年 25

単 位
五 年 45

単 位
三 年 25

単 位
10 単 位

三 年 10

単 位
一 〇 年

10 単 位

三 年 25

単 位
五 年 45

単 位
三 年 25

単 位

３ の 23

３ の 11

３ の 21

３ の ７

３ の 22

３ の 10

３ の ９

３ の ８

３ の 20

３ の ５

３ の 19
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養 護 教

諭
高 等 学

校 に お

い て 看

護 実 習 、

家 庭 実

習 、 情

報 実 習 、

農 業 実

習 、 工

業 実 習 、

商 業 実

習 、 水

産 実 習 、

福 祉 実

習 又 は

商 船 実

習 を 担

任 す る

教 諭
中 学 校

に お い

て 職 業

実 習 を

担 任 す

る 教 諭

一 種 免

許 状
一 種 免

許 状
一 種 免

許 状

養 護 教 諭 二 種 免 許 状

九 年 以 上 上 欄 に 掲 げ る 実

習 に 関 す る 実 地 の 経 験

高 等 学 校 に お い て 上 欄 に

掲 げ る 実 習 に 係 る 実 業 に

関 す る 学 科 を 修 め て 卒 業

等
高 等 専 門 学 校 に お い て 上

欄 に 掲 げ る 実 習 に 係 る 実

業 に 関 す る 学 科 を 専 攻 し 、

学 校 教 育 法 第 百 二 十 一 条

に 定 め る 短 期 大 学 士 の 学

位 を 有 す る こ と

大 学 に お い て 上 欄 に 掲 げ

る 実 習 に 係 る 実 業 に 関 す

る 学 科 を 専 攻 し 、 学 校 教

育 法 第 百 八 条 第 七 項 に 定

め る 短 期 大 学 士 の 学 位 を

有 す る こ と 等

改 正 法 附 則 第 七 項 の 規 定

に よ り 高 等 学 校 助 教 諭 免

許 状 の 授 与 を 受 け て い る

と き は 、 前 欄 の ｢ 三 年 以

上 ｣ を ｢ 六 年 以 上 ｣ と 読

み 替 え る 。

高 等 学 校 の 上 欄 に 掲 げ る

実 習 に つ い て の 教 員 の 臨

時 免 許 状 を 取 得 し た の ち 、

三 年 以 上 高 等 学 校 ( 特 別

支 援 学 校 の 高 等 部 を 含 む 。)

に お い て 上 欄 に 掲 げ る 実

習 を 担 任 す る 教 員 と し て

勤 務
中 学 校 の 職 業 実 習 に つ い

て の 教 諭 の 二 種 免 許 状 を

取 得 し た の ち 、 三 年 以 上

中 学 校 ( 特 別 支 援 学 校 の

中 学 部 を 含 む 。) に お い

て 職 業 実 習 を 担 任 す る 教

員 と し て 勤 務

保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 七 条 の

規 定 に よ る 保 健

師 の 免 許

看 護 師 養 成 施 設

( 二 年 制 ) 卒 業 、

保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 七 条 の

規 定 に よ る 看 護

師 の 免 許

別 表 第 六

別 表 第 六

免 許 法 附 則 第 九

項 表 ニ

免 許 法 附 則 第 九

項 表 ハ

免 許 法 附 則 第 九

項 表 ロ

免 許 法 附 則 第 九

項 表 イ

別 表 第 五

別 表 第 五

別 表 第 五

別 表 第 三 、 免 許

法 施 行 規 則 附 則

第 三 十 四 項 及 び

第 三 十 五 項

別 表 第

六 備 考

第 一 号

改 正 法

附 則 第

八 項

一 年 10

単 位
三 年 20

単 位
三 年 10

単 位
六 年 10

単 位
三 年 10

単 位
三 年 10

単 位
10 単 位

10 単 位

15 単 位

六 年 60

単 位

６ の ２

６ の １

５ の ６

５ の ６

５ の ６

５ の ６

５ の ５

５ の ４

５ の １

３ の 24
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特 別 支

援 学 校

の 教 諭

栄 養 教

諭

一 種 免

許 状
一 種 免

許 状

二 種 免

許 状
栄 養 教 諭 二 種 免 許 状

栄 養 士 法 第 二 条

第 三 項 の 規 定 に

よ る 管 理 栄 養 士

の 免 許

大 学 に 三 年 以 上

在 学 し 、 93 単 位

以 上 修 得 若 し く

は 大 学 に 二 年 以

上 及 び 大 学 の 専

攻 科 に 一 年 以 上

在 学 し 、 93 単 位

以 上 修 得 又 は 旧

国 立 養 護 教 諭 養

成 所 卒 業

別 表 第 七

別 表 第 六 の 二

別 表 第 六 の 二

別 表 第 六 、 免 許

法 施 行 規 則 第 十

二 条 及 び 第 十 七

条 第 一 項 表 備 考

別 表 第

六 の 二

備 考

三 年 ６

単 位
８ 単 位

三 年 40

単 位
一 年 10

単 位

７ の １

６ の Ｂ

６ の Ａ

６ の ３

一 免 許 状 取 得 一 覧 の ３ を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 二 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け る と き

小 学 校

教 諭
幼 稚 園

教 諭
受 け よ う と す

る 免 許 状 の 種

類

二 種 免

許 状
二 種 免

許 状

臨 時 免

許 状
臨 時 免

許 状
基 礎 資 格

免 許 状

の 種 類

有 す る こ と を 必 要 と す る 上 欄 に 掲 げ る 学 校

の 教 員 の 免 許 状 の 種 類 又 は 基 礎 資 格 及 び そ

の 他 資 格 等
施 行 第 一 条

法 第 二 条

授 与 又 は 交 付 を

受 け た と き の 適

用 条 項 ( 特 例 の

み )

修 業 年 限 四 年 の

教 員 養 成 諸 学 校

卒 業 又 は 修 業 年

限 四 年 以 上 の 専

門 学 校 卒 業

施 行 法 第 一 条 第

一 項 の 表 第 三 号

又 は 施 行 法 第 二

条 第 一 項 の 表 第

二 十 四 号 の 二 の

規 定 に 該 当

そ の 他 資 格 等

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第 三

根 拠 規 定

二 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け る と き の

適 用 条 項 必 要 最 低 在 職 年 数 及 び 最

低 修 得 単 位 数

改 正 法

附 則 第

十 二 項

改 正 法

附 則 第

十 一 項

読 み 替

え 規 定

六 年 45

単 位
一 年 10

単 位
三 年 15

単 位
六 年 45

単 位
在 職 年

数 及 び

単 位 数

３ の ４

３ の 13

３ の 12

３ の ２

コ ー ス

番 号
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中 学 校

に お い

て 職 業

実 習 を

担 任 す

る 教 諭

中 学 校

教 諭

二 種 免

許 状
二 種 免

許 状

中 学 校 の 職 業 実 習 に つ い

て の 教 員 の 臨 時 免 許 状 を

取 得 し た の ち 、 六 年 以 上

中 学 校 ( 特 別 支 援 学 校 の

中 等 部 を 含 む 。) に お い

て 職 業 実 習 を 担 任 す る 教

員 と し て 勤 務

臨 時 免

許 状

施 行 第 一 条

法 第 二 条

施 行 第 一 条

法 第 二 条

職 業 実 習 に 関 す

る 学 科 の 課 程 を

修 め て 高 等 学 校

( 実 業 高 校 を 含 む 。)

卒 業
施 行 法 第 一 条 第

一 項 の 表 第 二 号

又 は 施 行 法 第 二

条 第 一 項 の 表 の

第 六 号 、 第 九 号 、

第 十 号 、 第 十 六

号 、 第 十 七 号 、

第 二 十 号 若 し く

は 第 二 十 号 の 三

の 規 定 に 該 当

中 学 校 高 等 女 学

校 教 員 免 許 状 、

高 等 女 学 校 教 員

免 許 状 又 は 実 業

学 校 教 員 免 許 状

修 業 年 限 四 年 の

教 員 養 成 諸 学 校

卒 業 、 修 業 年 限

四 年 以 上 の 専 門

学 校 卒 業 、 高 等

学 校 高 等 科 教 員

免 許 状 、 高 等 女

学 校 高 等 科 及 び

専 攻 科 教 員 免 許

状 又 は 旧 学 士 の

称 号
施 行 法 第 一 条 第

一 項 の 表 の 第 二

号 、 第 三 号 、 第

七 号 、 第 八 号 若

し く は 第 九 号 又

は 施 行 法 第 二 条

第 一 項 の 表 の 第

二 号 、 第 三 号 、

第 四 号 、 第 六 号 、

第 九 号 、 第 十 号 、

第 十 一 号 、 第 十

二 号 、 第 十 五 号 、

第 十 五 号 の 二 若

し く は 第 二 十 四

号 の 規 定 に 該 当

別 表 第 五

別 表 第 五

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第 三

別 表 第

五 備 考

第 四 号

改 正 法

附 則 第

十 一 項

改 正 法

附 則 第

十 三 項

改 正 法

附 則 第

十 二 項

改 正 法

附 則 第

十 一 項

10 単 位

20 単 位

三 年 15

単 位
六 年 45

単 位
五 年 10

単 位
一 年 10

単 位
三 年 15

単 位

５ の ３

５ の ２

３ の 17

３ の ６

３ の 16

３ の 15

３ の 14
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特 別 支

援 学 校

の 教 諭

養 護 教

諭

二 種 免

許 状
二 種 免

許 状

小 学 校 、

中 学 校 、

高 等 学

校 又 は

幼 稚 園

の 教 諭

の 普 通

免 許 状

養 護 助 教 諭 臨 時 免 許 状

( 免 許 法 附 則 第 七 項 の 規

定 に よ り 授 与 )

養 護 助 教 諭 臨 時 免 許 状

( 別 表 第 六 備 考 三 の 規 定

に 該 当 す る 者 を 含 む 。)

保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 五 十 三

条 第 一 項 若 し く

は 第 三 項 の 規 定

に 該 当 し 、 か つ 、

同 法 第 七 条 の 規

定 に よ る 保 健 師

の 免 許 又 は 同 法

第 五 十 一 条 第 一

項 若 し く は 第 三

項 の 規 定 に 該 当

高 等 学 校 ( 高 等

女 学 校 ) を 卒 業

し 、 准 看 護 師 の

免 許 又 は 保 健 師

助 産 師 看 護 師 法

第 五 十 三 条 第 一

項 若 し く は 第 三

項 の 規 定 に 該 当

保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 七 条 の

規 定 に よ る 看 護

師 の 免 許

別 表 第 七

別 表 第 六

別 表 第 六

改 正 法

附 則 第

十 八 項

後 段
改 正 法

附 則 第

十 八 項

前 段
別 表 第

六 備 考

第 二 号

三 年 ６

単 位
三 年 10

単 位
三 年 10

単 位
10 単 位

六 年 30

単 位

７ の ２

６ の ６

６ の ６

６ の ５

６ の ４

二 単 位 修 得 一 覧 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 単 位 修 得 一 覧

免 許 法 別 表 第 三 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

１
の
３ 幼 稚 園 教 諭

一 種 免 許 状

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

一 二
一 一
一 ○
九
八
七
六
五

在 職 年

数

１
１
２
２
３
３
４
４

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２
２
２
３
３

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
３
４
４
５
６
７

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

５
６
６
７
８
９
９
10

選
択

７
９
11
13
14
16
18
20

計

２
３
３
４
４
５
５
６

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数
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２
の
３ 幼 稚 園 教 諭

二 種 免 許 状

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

一 三
一 二
一 一
一 ○
九
八
七
六

在 職 年

数

１
２
２
３
３
４
４
５

教 科 に

関 す る

科 目

１
２
２
３
３
４
４
５

教 職 の 意 義 等

に 関 す る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目
教 育 の 基 礎 理

論 に 関 す る 科

目

１
２
４
５
６
８
９
11

教 育 課 程 及 び

指 導 法 に 関 す

る 科 目

生 徒 指 導 、 教

育 相 談 及 び 進

路 指 導 等 に 関

す る 科 目

７
８
９
10
12
12
14
14

選
択

９
12
15
18
21
24
27
30

計

10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数

３
の

３

小 学 校

教 諭 一

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

一 二
一 一

一 ○
九

八
七

六
五

在 職 年

数

１
１

２
２

３
３

４
４

教 科 に

関 す る

科 目

１
１

２
２

２
２

３
３

教 職 の

意 義 等

に 関 す

る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の

基 礎 理

論 に 関

す る 科

目

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 一

科 目 １ 単 位 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 一

科 目 １ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 一

科 目 １ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

教 育 課 程 及 び 指 導 法 に 関

す る 科 目

１
２

３
４

５
６

７
８

生 徒 指 導 、

教 育 相 談

及 び 進 路

指 導 等 に

関 す る 科

目

５
６

６
７

８
９

９
10

選
択

７
９

11
13

15
17

19
21

計

２
２

３
３

４
４

５
５

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15

20
25

30
35

40
45

最
低

修
得

単
位

数
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３
の

４

小 学 校

教 諭 二

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

一 三
一 二

一 一
一 ○

九
八

七
六

在 職 年

数

１
１

２
２

３
３

４
４

教 科 に

関 す る

科 目

１
１

２
２

３
３

４
４

教 職 の

意 義 等

に 関 す

る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の

基 礎 理

論 に 関

す る 科

目

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 一

科 目 １ 単 位 )

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 一

科 目 １ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育

の 教 科 の 指 導 法 の う ち 二

科 目 ２ 単 位 以 上 を 含 む 。)

教 育 課 程 及 び 指 導 法 に 関

す る 科 目

１
２

４
５

７
８

10
11

生 徒 指 導 、

教 育 相 談

及 び 進 路

指 導 等 に

関 す る 科

目

６
８

８
10

10
12

12
14

選
択

８
11

14
17

20
23

26
29

計

１
１

１
１

２
２

２
２

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15

20
25

30
35

40
45

最
低

修
得

単
位

数

５
の
３ 中 学 校 教 諭

一 種 免 許 状

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

一 二
一 一
一 〇
九
八
七
六
五

在 職 年

数

３
４
５
６
７
８
９
10

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２
２
２
３
３

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
２
３
３
４
４
５

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

３
４
４
５
６
７
７
８

選
択

５
７
８
10
11
13
14
16

計

２
２
３
３
３
３
４
４

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数
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６
の
３ 中 学 校 教 諭

二 種 免 許 状

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

一 三
一 二
一 一
一 〇
九
八
七
六

在 職 年

数

３
４
５
６
７
８
９
10

教 科 に

関 す る

科 目

１
２
２
３
４
４
５
５

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
２
３
４
５
５
６

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

４
４
６
６
７
８
９
10

選
択

６
８
10
12
15
17
19
21

計

１
１
２
２
３
３
４
４

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数

７
の
３ 高 等 学 校 教

諭 一 種 免 許

状
受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

一 二
一 一
一 〇
九
八
七
六
五

在 職 年

数

３
４
５
６
７
８
９
10

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２
２
２
３
３

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
２
２
２
３
３
３

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

２
２
２
３
５
５
５
６

選
択

４
５
６
７
９
10
11
12

計

３
４
４
５
６
７
７
８

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数

免 許 法 附 則 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

３
の
８

３
の
９

３
の
10

中 学 校 教 諭

一 種 免 許 状

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

三
二

一

番 号

三
一 〇

在 職 年

数

４
４

４
教 科 に

関 す る

科 目

６
６

６

教 職 の 意 義 等

に 関 す る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎 理

論 に 関 す る 科

目

教 育 課 程 及 び

指 導 法 に 関 す

る 科 目

生 徒 指 導 、 教

育 相 談 及 び 進

路 指 導 等 に 関

す る 科 目

10
10

10
最

低
修

得
単

位
数
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３
の
Ａ

３
の
Ｂ

高 等 学 校 教

諭 専 修 免 許

状

五
四

一
五

４
６

６
４

10
10

改 正 法 附 則 第 八 項 の 規 定 ( 免 許 法 別 表 第 三 の 規 定 に よ り 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者

に 係 る 部 分 に 限 る 。) の 適 用 を 受 け る 場 合

11
の
３ 高 等 学

校 教 諭

一 種 免

許 状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

改 正 法

附 則 第

八 項
読 み 替

え 規 定

二 六
二 五
二 四
二 三
二 二
二 一
二 〇
一 九
一 八
一 七
一 六
一 五
一 四
一 三
一 二
一 一
一 〇

在 職 年

数

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

教 科 に

関 す る

科 目

１
２

３
４
５

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２

３
４

５
６

７

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

２
２
３
４
４
５
６
６
７
８
８
９
10
10
11
12
12

選
択

４
４
６
７
８
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
23
24

計

３
４
５
６
６
７
８
９
10
10
11
12
13
14
14
15
16

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

最
低

修
得

単
位

数

改 正 法 附 則 第 十 一 項 、 第 十 二 項 又 は 第 十 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

３
の

13
３

の
12

幼 稚 園

教 諭 二

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

改 正 法

附 則 第

十 二 項

改 正 法

附 則 第

十 一 項

読 み 替

え 規 定

一
三

在 職 年

数

５
５

教 科 に 関 す る 科 目

５
５

教 職 に 関 す る 科 目

10
15

最
低

修
得

単
位

数
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３
の

16
３

の
15

３
の

14

小 学 校

教 諭 二

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

改 正 法

附 則 第

十 三 項

改 正 法

附 則 第

十 二 項

改 正 法

附 則 第

十 一 項

読 み 替

え 規 定

五
一

三

在 職 年

数

５
５

５

教 科 に 関 す る 科 目

５
５

５

教 職 に 関 す る 科 目

10
10

15
最

低
修

得
単

位
数

３
の

17

中 学 校

教 諭 二

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

改 正 法

附 則 第

十 一 項

読 み 替

え 規 定

三

在 職 年

数

10

教 科 に 関 す る 科 目

15
最

低
修

得
単

位
数

免 許 法 施 行 規 則 第 十 一 条 表 備 考 第 三 号 及 び 第 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

18
の
３ 幼 稚 園 教

諭 一 種 免

許 状
受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

六
五
四
三

在 職 年

数

１
１
２
２

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
３
４

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

５
６
５
６

選
択

７
９
10
12

計

２
３
５
６

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25

最
低

修
得

単
位

数



教育公報第１５８３号
平成21年３月17日発行

12

３
の

19

小 学 校

教 諭 一

種 免 許

状
受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

六
五

四
三

在 職 年

数

１
１

２
２

教 科 に

関 す る

科 目

１
１

２
２

教 職 の

意 義 等

に 関 す

る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の

基 礎 理

論 に 関

す る 科

目

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育 の 教

科 の 指 導 法 の う ち 一 科 目 １ 単

位 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育 の 教

科 の 指 導 法 の う ち 一 科 目 １ 単

位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育 の 教

科 の 指 導 法 の う ち 一 科 目 １ 単

位 以 上 を 含 む 。)

( 音 楽 ・ 図 画 工 作 ・ 体 育 の 教

科 の 指 導 法 の う ち 二 科 目 ２ 単

位 以 上 を 含 む 。)

教 育 課 程 及 び 指 導 法 に 関 す る

科 目

１
２

３
４

生 徒 指 導 、

教 育 相 談

及 び 進 路

指 導 等 に

関 す る 科

目

５
６

６
７

選
択

７
９

11
13

計

２
３

４
５

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15

20
25

最
低

修
得

単
位

数

21
の
３

20
の
３

高 等 学 校

教 諭 一 種

免 許 状

中 学 校 教

諭 一 種 免

許 状
受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

六
五
四
三
六
五
四
三

在 職 年

数

３
４
４
５
３
４
５
６

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２
１
１
２
２

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
２
２
１
２
２
３

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

２
２
２
３
３
４
４
５

選
択

４
５
６
７
５
７
８
10

計

３
５
６
８
２
３
３
４

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
10
15
20
25

最
低

修
得

単
位

数

22
の
３ 中 学 校 教

諭 一 種 免

許 状 ( 保

健 )

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

六
五
四
三

在 職 年

数

３
４
５
６

教 科 に

関 す る

科 目

１
１
２
２

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

１
２
２
３

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目
生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

３
４
４
５

選
択

５
７
８
10

計

２
３
３
４

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25

最
低

修
得

単
位

数

免 許 法 施 行 規 則 第 十 一 条 表 備 考 第 四 号 及 び 第 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

免 許 法 施 行 規 則 附 則 第 三 十 四 項 及 び 第 三 十 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合
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24
の
３

23
の
３ 高 等 学 校

教 諭 一 種

免 許 状

( 保 健 )

受 け よ う

と す る 免

許 状 の 種

類

看 護 師 養

成 施 設

( 二 年 制 )

卒 業
看 護 師 養

成 施 設
( 三 年 制 )

卒 業
有 す る こ

と を 必 要

と す る 資

格

一 六
一 五
一 四
一 三
一 二
一 一
一 〇
九
八
七
六
一 一
一 〇
九
八
七
六
五
四

在 職 年

数

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
３
４
５
６
７
８
９
10

教 科 に

関 す る

科 目

１
２

３
４

１
２

３

教 職 の 意

義 等 に 関

す る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基

礎 理 論 に

関 す る 科

目

１
２

３
４

１
２

３

教 育 課 程

及 び 指 導

法 に 関 す

る 科 目

生 徒 指 導 、

教 育 相 談

及 び 進 路

指 導 等 に

関 す る 科

目

２
３
３
４
４
５
５
６
７
７
８
２
３
３
４
４
５
５
６

選
択

４
５
６
８
９
10
11
12
14
15
16
４
５
７
８
９
10
11
12

計

３
４
５
５
６
７
８
９
９
10
11
３
４
５
５
６
７
７
８

教 科 又

は 教 職

に 関 す

る 科 目

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
15
20
25
30
35
40
45

最
低

修
得

単
位

数

５
の

４
５
の
３

５
の

２
５

の
１

高 等 学 校 教

諭 一 種 免 許

状
中 学 校 教 諭

二 種 免 許 状

( 職 業 実 習 )

中 学 校 教 諭

一 種 免 許 状

( 職 業 実 習 )

受 け よ う と

す る 免 許 状

の 種 類

別 表 第 五 備

考 第 四 号

読 み 替 え 規

定

三
六

八
七
六

四
三

在 職 年

数

５
５

５
８
10

５
10

教 科 に

関 す る

科 目

１
１

１
２
２

１
１

教 職 の 意 義

等 に 関 す る

科 目

教 職 に 関 す る 科 目

教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す

る 科 目

( 道 徳 の 指

導 法 を 除 く 。)

１
１
２
３

１
２

教 育 課 程 及

び 指 導 法 に

関 す る 科 目

１

生 徒 指 導 、

教 育 相 談 及

び 進 路 指 導

等 に 関 す る

科 目

３
３

３
３
５

３
２

選
択

５
５

５
７
10

５
５

計

10
10

10
15
20

10
15

最
低

修
得

単
位

数

免 許 法 別 表 第 五 、 同 法 附 則 第 九 項 又 は 改 正 法 附 則 第 八 項 の 規 定 ( 免 許 法 別 表 第 五 の 規 定 に よ り 高 等 学 校 教

諭 一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 に 係 る 部 分 に 限 る 。) の 適 用 を 受 け る 場 合
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５
の

６
５

の
５

( 看 護 実 習 ・

家 庭 実 習 ・

情 報 実 習 ・

農 業 実 習 ・

工 業 実 習 ・

商 業 実 習 ・

水 産 実 習 ・

福 祉 実 習 又

は 商 船 実 習 )

附 則 第 九 項

改 正 法 附 則

第 八 項

三 又 は

六

六

５
５

１
１

( 道 徳 の 指

導 法 を 除 く 。)

( 道 徳 の 指

導 法 を 除 く 。)

１
１

３
３

５
５

10
10

免 許 法 別 表 第 六 、 改 正 法 附 則 第 十 八 項 又 は 免 許 法 施 行 規 則 第 十 二 条 及 び 第 十 七 条 第 一 項 表 備 考 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 場 合

６
の

６
６

の
５

６
の

４
６

の
３

６
の

２
６

の
１

養 護 教

諭 二 種

免 許 状

養 護 教

諭 一 種

免 許 状

受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

改 正 法

附 則 第

十 八 項

別 表 第

六 備 考

第 二 号

別 表 第

六 備 考

第 一 号

読 み 替

え 規 定

三
一 〇
九
八
七
六

一
一

五
四
三

在 職
年 数

３
３

３

１
２
２
２

３
３

３

１
１

衛 生 学 及

び 公 衆 衛

生 学 ( 予

防 医 学 を

含 む 。)

養 護 に 関 す る 科 目

２
２
３
３

２
２

学 校
保 健
養 護

概 説
健 康 相 談

活 動 の 理

論 及 び 方

法

１
２
２
２

１
１

栄 養 学

( 食 品 学 を

含 む 。)

１
１

３
４
４
５
７

１
１

３
３
４

選
択

４
４

６
８
10
12
14

４
４

６
７
８

計

１
１

１
２
３
３
４

１
１

１
２
２

教 育 の 基

礎 理 論 に

関 す る 科

目
教 職 に 関 す る 科 目

２
２

３
３
３
４
４

２
２

３
３
４

選
択

３
３

４
５
６
７
８

３
３

４
５
６

計

３
３

１
１
２
２

３
３

１
２

養 護
又 は

教 職
に 関

す る
科 目

10
10

10
15
20
25
30

10
10

10
15
20

最
低

修
得

単
位

数

免 許 法 別 表 第 六 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

６
の
Ａ

栄 養 教

諭 一 種

受 け よ

う と す

る 免 許

状 の 種

類

読 み 替

え 規 定

四
三

在 職 年

数

27
32

管 理 栄 養 士 学 校 指 定

規 則 別 表 第 一 に 掲 げ

る 教 育 内 容 に 係 る 科

目

２
２

栄 養 に 係 る 教 育 に 関

す る 科 目

２
２

教 育 の 基 礎 理 論 に 関

す る 科 目

教 職 に 関 す る 科 目

４
４

選
択

６
６

計

35
40

最
低

修
得

単
位

数
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公立学校の設置者変更届を次のとおり受理しました｡
平成21年３月17日

三 重 県 教 育 委 員 会

15

６
の

Ｂ

免 許 状

別 表 第

六 の 二

備 考

九
八
七
六
五

６
10
14
18
23

２
１
１
２
２
２

２
１
１
１
２
２

４
２
３
３
３
３

６
３
４
４
５
５

８
10
15
20
25
30

免 許 法 別 表 第 七 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

７
の

２
７

の
１

特 別 支 援 学 校 教 諭 二

種 免 許 状

特 別 支 援 学 校 教 諭

一 種 免 許 状

受 け よ う と す る 免 許

状 の 種 類

三
三

在 職 年

数

１
１

特 別 支 援 教 育 の 基 礎

理 論 に 関 す る 科 目

特 別 支 援 教 育 に 関 す る 科 目

２
２

特 別 支 援 教 育 領 域 に

関 す る 科 目

２
２

免 許 状 に 定 め ら れ る

こ と と な る 特 別 支 援

教 育 領 域 以 外 の 領 域

に 関 す る 科 目

１
１

選
択

６
６

最
低

修
得

単
位

数

備 考 四 を 削 り 、 備 考 三 を 備 考 四 と し 、 備 考 二 を 備 考 三 と し 、 備 考 一 を 備 考 二 と し 、 備 考 一 と し て 、 次 の よ う に

加 え る 。
一 幼 稚 園 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け る 場 合 の 教 科 に 関 す る 科 目 の 単 位 の 修 得 方 法 は 、 小 学 校 の 六 教

科 ( 国 語 、 算 数 、 生 活 、 音 楽 、 図 画 工 作 、 体 育 ) の う ち 一 以 上 の 科 目 に つ い て 修 得 す る も の と す る 。

備 考 七 中 ｢ 小 学 校 ｣ を ｢ 幼 稚 園 、 小 学 校 ｣ に 、 ｢ 、 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 又 は 高 等 学 校 ｣ に 改 め る 。

備 考 九 中 ｢ 小 学 校 ｣ を ｢ 幼 稚 園 、 小 学 校 ｣ に 、 ｢ 、 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 又 は 高 等 学 校 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 細 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

名 称 位 置 変更しようとする日 変更の理由

変更前
多気郡大台町､ 度会郡大紀町
中学校組合立協和中学校 多気郡大台町新田

712番地
平成21年４月１日

中学校組合立解消の
ため

変更後 大台町立協和中学校
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発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社

再生紙を使用しています

公立幼稚園の廃止を次のとおり認可しました｡
平成21年３月17日

三 重 県 教 育 委 員 会

公立幼稚園の設置を次のとおり認可しました｡
平成21年３月17日

三 重 県 教 育 委 員 会

公立幼稚園の位置変更届を次のとおり受理しました｡
平成21年３月17日

三 重 県 教 育 委 員 会

16

名 称 廃止しようとする日 廃止の理由

いなべ市立阿下喜幼稚園

平成21年３月31日
切れ目のない子育て支援を充実

させるために､ 保育機能を既設の
保育所へ一本化するため｡

いなべ市立十社幼稚園

いなべ市立山郷幼稚園

名 称 設置しようとする日 設置の理由

菰野町立鵜川原幼稚園 平成21年４月１日
菰野町鵜川原地区において､ 幼

稚園と保育園の一体化施設を開園
するため

菰野町立竹永幼稚園 平成21年４月１日
菰野町竹永地区において､ 幼稚

園と保育園との一体化施設を開園
するため

名 称 位 置 変更しようとする日 位置変更の理由

菰野町立
千種幼稚園

変更前 三重郡菰野町大字千種3851番地
平成21年４月1日

菰野町千種地区において､
幼稚園と保育園との一体化
施設を開園するため変更後 三重郡菰野町大字音羽2240番地


